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平成３０年第２回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（平成３０年６月１２日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５６分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございます。ただいまから平成３０年歌志内市議会第２回定

例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は７名であります。定足数を満たしておりますので、本日の会議

を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に２番酒井雅勝さん、４番下山則義さんを

指名いたします。

会 期 の 決 定

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

この定例会を、本日から６月１４日までの３日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 諸般報告であります。

事務局長から報告をいたします。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたします。

この定例会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案５件、報告２件であります。

次に、議長の報告でございますが、平成３０年第２回臨時会以降、昨日までの議会動向につ

きましては、本日、別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので、御了承願いま

す。

また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記
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記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は７名の出席であります。

谷議員については遅参する旨の報告を受けております。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

報 告 第 ５ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第４ 報告第５号平成２９年度歌志内市繰越明許費繰越計算書に

ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

おはようございます。

報告第５号の平成２９年度歌志内市繰越明許費繰越計算書について御報告いたします。

報告第５号平成２９年度歌志内市繰越明許費繰越計算書について。

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。

次ページをお開き願います。

平成２９年度歌志内市繰越明許費繰越計算書。

これは、平成３０年第１回定例会において補正しました繰越明許費の繰越計算書についての

報告であります。

１、一般会計。

３款民生費、５項児童福祉費、事業名、認定こども園整備事業、金額２億７,８６１万３,０

００円。

これは、認定こども園を整備する事業であり、事業の完了を本年７月に予定していることか

ら、予算総額から平成２９年度執行額を差し引いた予算残額２億７,８６１万３,０００円を平

成３０年度に繰り越したものであります。

次に、２、市営公共下水道特別会計。

１款市営公共下水道事業費、１項公共下水道事業費、事業名、公共下水道事業、金額１２０

万１,０００円。

これは、石狩川流域下水道組合の建設事業費に対する当市の負担金であり、同組合の建設事

業の一部が翌年度に繰り越されたことに伴い、１２０万１,０００円を平成３０年度に繰り越

したものであります。

以上で、報告第５号平成２９年度歌志内市繰越明許費繰越計算書についての説明を終わりま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

失礼いたしました。

先ほど１２０万１,０００円を平成３０年度にということで報告いたしましたけれども、訂
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正いたします。

１２０万円を平成３０年度に繰り越したものであります。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 今の副市長の説明の中で、７月に予定されているというような内容の

説明がございました。工事が終わるのはそうではなくて、６月２９日、これを聞いていいの

か。答弁お願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） この７月完了といいますのは、備品などの納入とかが７月に

なるということで、開園は８月ということになっておりましたので、７月ということで御答弁

をさせていただきました。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 工事が終わるというのは７月２９日、今やっている、行われている工

事が終わるのが７月２９日と聞いてよろしいのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 下山議員に申し上げますけれども、よろしいですか。説明は６月２９

日ということで説明されております。そのほか、その備品の購入に７月中かかるよということ

でございます。

○４番（下山則義君） わかりました。

○議長（川野敏夫君） よろしいですか。

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これで、報告第５号は、報告済みといたします。

報 告 第 ６ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第５ 報告第６号株式会社歌志内振興公社第３５期事業報告及び

第３６期事業計画についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

報告第６号株式会社歌志内振興公社第３５期事業報告及び第３６期事業計画について。

株式会社歌志内振興公社第３５期事業報告及び第３６期事業計画について、地方自治法第２

４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告するものでございます。

１ページをお開き願います。

第３５期事業報告概況であります。

（１）高齢者健康センター「うたしないチロルの湯」事業についてであります。

当市の主要観光施設であるうたしないチロルの湯において、健康と温泉・食をテーマに、利

用者から喜ばれる施設づくりと利便性向上による集客増を目指し、鋭意取り組んでまいりまし

た。
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今期は入館者数、宿泊者数ともに順調に推移し、２年連続となる道外大学野球部の大型合宿

誘致とともに、海外からのリピーターによる利用など、これまでの営業活動の成果があらわれ

ております。また、９月には平成４年の開館以来、来館者数が４００万人に達したところでご

ざいます。

しかし、１２月以降、例年にない大雪に見舞われるとともに、近隣温泉施設のリニューアル

オープン等から入館する利用者を中心に影響が出ており、宴会部門も年末年始を中心に利用者

が減るなど、売り上げ全体として大幅な減となっております。

なお、レストラン部門は人手不足が続いており、利用者サービス向上のため、引き続き人材

確保に向けた取り組みが必要となっております。

これらの状況を踏まえ、経費節減に努めてまいりましたが、３年ぶりの赤字決算となってお

ります。このため、引き続き営業活動の強化はもとより、イベントの充実などによる利用者の

増、一層の経費節減による収益確保に努めるなど、経営安定化に向け取り組む必要がありま

す。

次に、利用状況ですが、入館者は１３万６４０人で、前期比３,００６人、２.２％の減。１

日平均は３６０.９人で、前期比８.３人、２.２％の減となっております。

宿泊者は５,８４６人で、前期比４２０人、６.７％の減。１日平均は１６.２人で、前期比

１.２人、６.９％の減となっております。

入館者の減につきましては、先ほど御説明のとおり、例年にない大雪の影響で客足が鈍かっ

たこと及びリニューアルした近隣施設に客足が流れたことが大きな要因と判断しております。

宿泊者につきましては、前期に続き、道外大学野球部の夏合宿を受け入れたものの、入館者

と同様、冬季間を中心に減少しております。

なお、海外からの旅行客につきましては、リピーターによる利用など、増加傾向にあること

から、さらなる個人客の利用増に向け、積極的な営業活動が必要となっております。

次に、（２）社員等に関する事項ですが、平成３０年３月３１日現在の社員等の内訳は、正

社員が３人、臨時社員が１１人の計１４人となっており、前期と比較し、臨時社員で２人の減

となっております。

次の（３）事業収支に関する事項につきましては、後ほど御説明いたします。

２ページにまいりまして、（４）庶務事項につきましては、定時株主総会を１回、取締役会

を４回開催し、記載の案件をそれぞれ処理したところでございます。

次に、３ページにまいります。

第３５期（平成２９年度）株式会社歌志内振興公社貸借対照表でございます。

初めに、資産の部ですが、流動資産は２,１８８万２,２７９円、固定資産は２億３,８０９

万５,２３８円で、資産合計は２億５,９９７万７,５１７円でございます。

負債の部につきましては、流動負債が１,１５７万９,３０４円で、負債合計も同額でありま

す。

純資産の部につきましては、株主資本が２億４,８３９万８,２１３円で、純資産合計も同額

でございます。

よって、負債、純資産合計は２億５,９９７万７,５１７円となります。

次に、４ページにまいります。

第３５期（平成２９年度）株式会社歌志内振興公社損益計算書でございます。

売上高は、売上値引戻り高の３０万２１５円を差し引きした、１億１,４８１万９,２４３円

で、売上原価は売店等の商品繰り越しであります期首棚卸高３５３万９,７１５円と、食材等
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の仕入高２,５１７万３２０円の計２,８７１万３５円となり、棚卸資産であります期末棚卸高

の１０７万９,４８０円を差し引いた２,７６３万５５５円となったことから、売上総利益金額

は８,７１８万８,６８８円となっております。

ここから販売費及び一般管理費１億１,８２４万６,２４８円を差し引いた３,１０５万７,５

６０円が営業損失となります。

これに、営業外収益である受取利息１６０円及び受取配当金２,０００円、市からの補助金

などの雑収入２,９６１万３,２０５円を加えた結果、１４４万２,１９５円が経常損失とな

り、これから法人税３２万２,０００円を差し引いた１７６万４,１９５円が当期純損失金額と

なっております。

次に、５ページの販売費及び一般管理費でございますが、これにつきましては説明を省略さ

せていただきますが、次ページに販売費及び一般管理費の決算状況として、前期と比較したも

のを税込み額の資料として添付しておりますので、お目通し願います。

次に、７ページの株主資本等変動計算書でございますが、資本金につきましては、４,２０

０万円で変動がなく、当期末残高も同額となります。

資本剰余金につきましても変動がなく、２億５,０００万円が当期末残高となります。

利益剰余金につきましては、当期首残高マイナス４,１８３万７,５９２円に、当期純損失の

マイナス１７６万４,１９５円を加え、当期首残高はマイナス４,３６０万１,７８７円とな

り、この結果、株主資本合計並びに純資産合計は、当期首残高２億５,０１６万２,４０８円

に、当期変動額合計マイナス１７６万４,１９５円を加え、当期末残高は２億４,８３９万８,

２１３円となっております。

８ページの監査報告につきましては、説明を省略させていただきます。

次に、第３６期の事業計画につきまして、御説明申し上げます。

１ページをお開き願います。

第３６期（平成３０年度）株式会社歌志内振興公社の事業計画は次のとおりとする。

１、基本方針。

当社は、市民の憩いの場並びに交流施設として健康と温泉・食をテーマとした健康増進事業

を展開し、また、かもい岳スキー場及び温泉、道の駅との連携を図ることで、当市の主要観光

施設としての役割を担い、地域経済の振興及び住民福祉の向上に努めてまいります。

経営安定化に直結する利用者増に向けては、各種合宿を初め、海外客誘致への積極的な営業

活動や各種イベントの実施、従業員の接客力向上、さらには効果的なＰＲ等に努めてまいりま

す。

また、燃料費や光熱水費が高騰する中、今期は新たな設備としてサウナの水風呂用にオゾン

水導入システムを整備し、より健康的かつ他施設との差別化を図り、経費の節減及び利用者増

による収益確保に努めてまいります。

２、部門別事業計画等の概要ですが、（１）温泉（日帰り）事業。

浴室はもとより施設内の清掃に努め、常に清潔な状態を保つよう衛生管理の徹底を図りま

す。

また、野菜等のワゴン販売やロビーコンサートなど利用者に喜ばれるイベントを実施、さら

にはオゾン水導入システムの整備など、より一層の利用者増に努めてまいります。

また、温泉モニター制度を継続することで、利用者の視点に立った施設の維持管理に努めて

まいります。

（２）宿泊事業。
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道外の大学野球部を初めとする各種合宿の受け入れを初め、海外からの個人客を対象とした

営業強化、さらには親子向けイベントの実施など、新たな集客に向け、取り組んでまいりま

す。

また、地場産品や道産食材を取り入れた宿泊者用の料理の提供に努めるとともに、ビジネス

客の確保など利用者増に努めてまいります。

（３）レストラン・宴会事業。

常にお客様の声を聞きながら、地場産品や道産食材を取り入れた丁寧な料理づくりに努める

とともに、季節に応じた新たなメニュー開発など、お客様に喜ばれる食を提供してまいりま

す。

（４）多目的アリーナ事業。

安定して利用されている冬期以外の施設利用を図るため、市外からのスポーツ等の新規合宿

誘致に取り組むとともに、傷みが著しい人工芝の部分張りかえや、必要な備品等の整備を行っ

てまいります。

なお、暖房用燃料費や光熱水費については、引き続き節減に努めてまいります。

３、収支計画につきましては、次ページにありますように、事業収益は営業収益１億４,１

２７万円、営業外収益４,１６２万２,０００円の合計１億８,２８９万２,０００円で、事業費

用の営業費用は１億８,０８５万５,０００円を予定予算とし、３ページに予算実施計画並びに

説明書として、収入及び支出の内訳を科目ごとに税込みで記載しておりますので、お目通し願

います。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） ３５期の事業報告の中でお聞きしたいと思います。人材不足に関しての

お話でございます。

３５期、途中で料理長が不在になるということで、その３５期の売り上げのマイナスの要因

になったのではないかなと思っております。その中で、やっぱり料理長の交代要員というのも

なかなか見つからなくて、休む時間がなかったということで、体を壊されたという話もちょっ

とお聞きになりました。

やっぱり、人材確保に向けた取り組みとして、ここに毎年のようにこういうふうに書かれて

おります。なかなかそういった形で改善が見られないというふうに私は捉えているのですけれ

ども、その改善が見られない要因はどういうふうに捉えているのか、お聞きしておきたいと思

います。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） チロルのレストランの料理長、昨年７月末で交代、不在という形

になりまして、その後につきましては、業務委託している会社のほうより現在、浦臼の保養施

設のほうで料理のほうを担当されている方、以前チロルの料理長もやっておられた方ですけれ

ども、その方が８月以降、料理長不在の代替として料理・レストラン部門を担当していただい

たところでございます。

昨年４月に採用いたしました前料理長が、短期間でやめられたということでございますが、

それ以前の料理長につきましては、しっかりとした形でレストラン・宴会部門をしっかりと

やっていただいておりました。そういう部分で、料理長の部分での人材不足という形ではなく

して、あくまでもそのレストラン、調理だとかホールだとか、そういった部分を担当していた
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だく従業員さんのほうが、ベテランの方が急に２人ほどやめられたりというような経過があり

まして、そのサービス提供の部分でマイナスになっていったのかなというような考え方がござ

います。

なお、３６期の部分に入ってまいりますけれども、先ほど説明させていただきました料理長

不在のときに手伝いに来ていただいた浦臼の方が、０.５人分というか、新しい料理長が４月

１日から採用したのですけれども、それにプラス浦臼から来ていただいた方も加えて１.５人

の料理担当者、調理人という形の体制で４月以降取り組んでいるということでございます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） やはりホールの方々も人材の確保をどうにかしていかないと、効率的に

は上がらないと思うのですよね。１人の人間が２人分の仕事はなかなかできないと思うのです

よ。やっぱりここでどれだけこの人材の確保が難しいものになっていくか、そういったことを

数少ない取締役会の中できちんとした形で議論をして、徹底的にちょっと分析して話を進めて

いただきたいと思うのですけれども、その辺はいかがですか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 歌志内振興公社として、常にレストラン担当の方はハローワーク

のほうに求人を行われているところでございます。にもかかわらず、やはりなかなか人が来て

くれないというところが現状でございますので、第３６期につきましても、そのレストラン担

当を含めて人を確保するというのが一つの課題という形になってございますので、今現在、た

だいま議員のほうから言われました部分につきまして、取締役会の中でもこれまでも議題とし

ては挙げられている部分だとは思いますけれども、改めて振興公社のほうにその旨、お伝えし

たいと思います。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） やっぱり歌志内の中で集客ができて、かつ仕事場としてもあるというこ

とで、数少ない歌志内の中の施設だと思うのですね。やっぱり、それをどういうふうに、施設

を守っているのか、存続させていくのかということが多分、かなり大きな形になってくると思

うのです。やっぱりそれで従業員の方々の人数をきちんとした形でふやして、それできちんと

した、来てもらったお客さんに接客サービスを提供するというのが本来の姿だと思うのです。

やっぱり数字上の議論だけじゃなくて、さっき課長言われましたけれども、もっといろいろ

なところでそういった話し合いをもっと深く掘り下げて行っていただきたいと。数少ない、本

当に取締役会も４回とかという形のものになっておりますので、その中で、限られた中でやっ

ぱりどういうふうな話し合いを、濃い話し合いをされていくのかというのが徹底的に行われな

いと解決されないのかなと思うのですけれども、その辺いかがですか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） おっしゃられるとおりかと思います。

なかなか人材確保といいますか、それは何が原因なのか、勤務時間なのか、また勤務的なも

のなのか、そういったところの掘り下げた形での話し合いという形のものはしておりませんけ

れども、いかんせん申し込みというかそういったものがない。それで、支配人を初めといたし

まして、個人的に当たっているというところでございます。なるべく早くにその辺解消できる

ように、取締役会を含めていろいろな場面で話し合って解消していきたいなというふうに考え

ております。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

下山則義さん。
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○４番（下山則義君） ３点につきまして質疑させていただきます。

まず、先ほど来から出ております歌志内市のチロルの湯にお客さんを集めるというところ、

入館料、宿泊料、宿泊のその部屋の料金、そういったもので大体の計画という骨格ができると

私は思うのですよ。そのニーズが多い、少ないに応じて、ほかにもかかるものあるでしょう

し、利益も変わってくるというところから、いろいろとそういったところも考えていかなけれ

ばならないということで、３６期ですか、その入館料、そしてそのほかの宿泊室料、宿泊の部

屋の料金が５,４８３万円、あるいは２,４０４万円という金額が計上されていますが、これは

どのくらいのお客さんを確保する数による計画なのか、それにつきまして答弁をいただければ

と思います。

次に、その次に額の大きいレストランといったもの、ちょっと目につくところなのですが、

レストラン、宿泊といったその宿泊の料理です。あと宴会の料理ということで、目につくとこ

ろなのですが、これが今、先日新聞にも載っておりましたけれども、新たなメニューができま

したと。そして、テイクアウトもできますよという状況で広告が出ています。そういったもの

をもっともっとＰＲして、これを今、歌志内市の中では食事をする場所がないということが目

につきます。そんなところからも、ごく一般の人たちもそこでお昼を食べるだとか、そういっ

たことでどんどん集客する、そんなことも考えていかなければならないのかなという思いでこ

の数字を見させていただいているのですが、その数字をつくり上げた原点となるもの、これを

知りたいと思います。

次に、３番目であります。給与のほうの手当なのですが、前年度から少し金額が上がってい

ます。これは、職員と臨時職員とおられるわけですが、何名の方々を確保しようと考えている

のか、その金額なのか答弁をいただきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 第３６期、今年度の集客の部分でございますが、売り上げの部分

からいきますと、まず日帰り入浴のほうの利用者につきましては、１日平均３６０人というこ

とで考えてございます。それから、宿泊者につきましては、１日平均１６人という部分を基準

といたしまして、それぞれ１人ごとの単価が変わりますけれども、人数的にはそういったもの

を基準として算定をしているというところでございます。

それから、２点目のレストランの新メニュー、先日プレス空知さんのほうにも出ておりまし

たけれども、新たなメニューは追加されております。今回、支配人のほうの強い意向がござい

まして、料理のメニューの中に海鮮系のものを取り込みたいと、そういったことで、お刺身定

食だとかカキフライ丼、カキフライ定食、こういった海のものを多く使った料理が新たに加

わったというふうにお聞きしております。

そして、さらに先ほど議員おっしゃられましたけれどもテイクアウトということで、ピザだ

とかザンギだとか、お風呂あがってレストランのほうに来ていただいて、それらテイクアウト

のものをお買い上げいただいて家に戻ってもらうと。そういった仕組みを考えて、新たに６月

８日から取り組まれているということでございます。

これは、やはりこういった温泉宿泊施設となりましたら、いかに利用者をふやすのかという

部分になってまいるのかなと思います。確かに、食べる場所が歌志内には少ないということ

で、チロルの湯のレストランを大いに利用していただくということは、施設の設置の目的の一

つにもなってくるのかなと、そんなふうに思っている部分であります。

それから、給与の部分でございますが、第３６期につきましては、社員として３名、それか

らパート賃金ということで１４名、合わせて１７名分の給与ということで人件費を計上されて
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いるところでございます。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 人数ということで、１日３６０人ということ、そして宿泊ということ

で１人１６名ということの答弁をいただきましたが、その人数というのは平成２９年度、要す

るに３５期とほぼ同じというふうにうかがえます。であれば今回、正直この入館料、あるいは

宿泊料というのは、１人来ましたよとなるとどのくらいの金額が出るかということが年間わか

ると思うのですよ。計画では５,４００万円、入館料ですね。宿泊が２,４００万円、これを今

まで、ちょっと５年前からリニューアルオープンした後から一通りトータル的なものを見てみ

たのですが、そうすると入館する人間が支払う金額、これが１人３４８円という金額になろう

かと思います。そして宿泊客、宿泊の部屋の料金だけなのですが今回、今までの経緯を見ます

と３,５９９円、約３,６００円を１人払っていく金額になるのだと思います。それから言う

と、今回出ている金額を見ますと、入館者で１５万７,５００名くらいは集めなければその金

額が生まれてこない。と同時に、宿泊も６,６８０名、年間集めなければその計上されている

金額が生まれてこないのだと私は考えます。間違っていたら指摘してください。

そうなると、計画よりももう既に２万７,０００名なのかな、そして宿泊客にしては８００

名、そういう人数が計画よりももう少ないということが今の答弁から成り立つのですが、３５

期と同じ内容の計画の答弁がありましたけれども、それでは到底、３６期の計画には成り立っ

ていかないというふうに思いますが、それにつきましてしっかりとした答弁をお願いしたいと

思います。私に間違いがあったのであれば指摘してください。

そのほかに料理、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが評判いいです。正直言っ

て私も何度も行っています。それをもっともっとＰＲするということを、チロルの湯の方々と

お話をするべきなのではないかと思います。その取締役会でもそういった話をどんどん出し

て、さまざまな形でＰＲを進める、そこに食べに来る方々で、その料理も金額をもっともっと

上げていけるような状況づくりというものが必要なのかなという思いもございます。

次、３番目の給与のことになりますけれども、前回の働いている方、臨時、パートの方々、

臨時職員が３名ということになるのでしょうかね。１４名で３名ということになるのでしょう

かね。以前もありました。そういう臨時の方々が、忙しいときにはフロント、そして、そうで

ないときには食堂のほうに行ってお手伝いをしているという経緯を何度も見ています。そんな

ような形で、常に動きながら中で経営してもらうというのは、これは企業のあり方だと思うの

ですが、そういった流れも取締役会の中ではっきりと言って、できるのであれば、もう少し

しっかりとした人数をまとめて雇用していただいて、市民のサービスにつなげていく、そんな

状況づくりの話し合いといいますか、取締役会のほうで話をする、そんなことが必要なのかな

というふうな思いでございます。取締役会の中で話をしていただくような状況づくり、そのよ

うなことが必要なのかなという思いでございます。

特に、入館料、宿泊料について、その答弁をしっかりといただきたいと思います。

○議長（川野敏夫君）暫時休憩いたします。

午前１０時３５分 休憩

────────────────

午前１０時３６分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 大変申しわけありませんでした。
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先ほどの入館料と宿泊料の部分で、私のほうで先ほど入館料の部分が３６０人、それから宿

泊の部分が１６人というふうに御答弁申し上げたところでございますが、誤りがございまし

た。申しわけございません。

入館料のほうが、大人３７０人、それから子供が１１人。それと、あと中村浴場の部分もあ

りまして、これが８人という形でふえる形になってございます。

それから、宿泊室料のほうにつきましては、大人が先ほど１６と言いましたが１６.５人、

それに子供の部分が１.５人加わっておりましたので、この部分訂正させていただきたいと思

います。申しわけございません。

それから、料理のＰＲの部分でございますが、やはりいろいろなそういったマスコミ等も含

めて、チロルの湯の料理がおいしくなったし、いろいろなものも選べるようになったと、そう

いったことをＰＲする必要性は十分感じております。支配人と相談をした上で、よりＰＲに努

めるようにしてまいりたいなというふうに考えております。

それから、臨時職員の方、人件費、従業員の数の関係でございますが、予算として現在臨時

職員の３名分の増ということで考えているところで、予算を組んでいるところでございます。

やはりサービスを維持向上するためには、しっかりとした職員体制が必要かなと思っておりま

す。取締役会における話し合いの部分も、先ほど女鹿議員のほうからも御指摘いただきました

けれども、改めまして取締役会でのこの辺の部分の掘り下げた議論もできるよう、公社のほう

に申し伝えたいと思っております。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 入館者と宿泊者の数の訂正がありましたけれども、その数をもっても

今までの５年間の経緯の中で、１人幾らくらいなのかを考えると、計画には及ばない数字だと

私は考えます。

そういったことを踏まえながら、しっかりと取締役会の中で話し合いを持っていただくよう

な、そんな状況づくりが必要なのかなという思いでございます。

それで今、料理の件が出ました。どんどんＰＲして、来ていただくという状況づくり、これ

もやっぱりお願いするだとか、あと歌志内市もできることがあるのではないかと思います。そ

んなことで、そういった行動も一緒になって、とっていっていただければと思います。

また、３名の方々、お客さんに満足してもらうような状況づくりというのは、やっぱりチロ

ルの中でするということは、従業員の方々がまず満足しなければならないのではないかと私は

思いますので、そんなような状況ということも取締役会の中で、そういったことをお話になる

ような、そんな状況づくりをお願いするところでございます。

ただ、これが最後の質問になりますけれども、今までの状況で、歌志内チロルの湯が歌志内

にとってどれだけ大事な施設なのかということは私もよく知っているつもりでいます。以前

に、市の議員で勉強会を開いたときに、担当課長、そして市長にもおいでいただきまして、い

ろいろな話を聞かせていただいた経緯もあります。歌志内市が赤字再建団体に陥ろうとしたと

き、チロルの湯があったからこそ今の状況があるのだということ。そして、毎回毎回１４万人

という歌志内市内外から来てくれるお客さんがいて成り立っている、それがちょっとここのと

ころ減りつつあるのですが、海外のほうからも集客できるような状況があるとなると、今やっ

ている教育の問題で、英語教育なんていうのに波及していけば、なおおもしろいような状況づ

くりができるのではないかと思います。あと、リピーターをふやす、チロルの料理をどんどん

広める、あるいは中村地区でお風呂のない方々の代替浴場、そんなことも知っているつもりで
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す。

ただ、毎回毎回同じような状況で、できる範囲で補塡はするのだということで補助金が出て

いるわけでございますが、それもどこかである意味立ちどまらなければならないことも、これ

は考えていかなきゃならない部分ですね。中長期計画ですか、それをしっかりと立てなければ

ならない、そう考えるのですが、毎回毎回のそのチロルの状況を見たら、それも難しいところ

もあります。

ただ、いずれ、いつかどこかで立ちどまってどうするのか。やめるのではなくて、例えば以

前に出ていた宿泊の部分を考えるですとか、いろいろなことがあるのだと思います。そんなよ

うなことも、そろそろ考えなければならない、立ちどまって考え直してみなければならない状

況のことも思い浮かべながら営業していく。それを歌志内市ができる範囲で支援する。営業し

てもらうための状況をつくるということも、歌志内市として行っていかなければならないのだ

と思いますが、答弁をいただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） おっしゃるとおりだと思います。

ただ、今その温泉施設といいますか、これは各自治体ともそれぞれ厳しい思いもしながら運

営しているということは御承知のとおりだと思います。

それで、歌志内のチロルの湯ということになりますと、これは近隣と相当厳しい競争をしな

がら歌志内に集客をすると。要するに、足を引っ張り合うということになるのですが、極端に

言うとそういうことなのかなと。

しかし、それでいいのだろうかということでございます。今、下山議員から質問がありまし

たとおり、やっぱりそうではなくて、差別化をしながら特徴をしっかり表に出していくという

ことで、利用する皆さんに選択をしていただくというものをやっぱり示していく必要があるだ

ろうと。我々もいろいろなところを回って歩きますけれども、例えばあそこに行ったらこうい

うものがあるよ。あるいはこういう景色が、こういう温泉の質ですよ。あるいは食べ物はこう

いうものがある。そういうことを頭に入れながら訪ねていくという思いもあります。

したがって今、お話、議論の中でありましたけれども、食事がおいしいというのは最大の集

客の方法ではないかと思います。それに加えて泉質というものもありますので、チロルの湯と

いうのはアイテムを数多く持っている。そういう施設の整備、これはいずれ対応していかなけ

れば、ますます歌志内の利用客が減ってくる。どこの年次で、どういうタイミングで、どれだ

けの規模でやっていくか。これは振興公社の取締役会の中でその都度事業といいますか、工事

の内容については十分、今議論を続けているところではないかなと、そのように思っていると

ころでございます。

それともう１点、それは対外的な集客になります。市内の場合、今３７０人と計画しており

ますけれども、これは過去の１万人近い人口がいたときの人数を、これはいまだに引きずって

いるのです。当時は簡単に３６０というのは、あるいは７０というのは確保できたのです。毎

日利用してくださるお得意さんもたくさんいました。人口もたくさんいました。だけれども

今、半分以下に減っている中で、市内だけで確保するというのは、私は非常に厳しいだろうと

いうことも一つありまして、どうしても対外的に目を向けるしかない。

もう一つは、１人当たりの客単価というのが低いというお話も出ておりましたけれども、

今、歌志内でこの雑収入の中に、市の事業補助というものも入っているのです。こういう中

で、市民の皆さんに無料の入浴券というものをお渡しして利用していただくとか、あるいは市

が本来やらなければならないいろいろな事業があります。これは、予防の関係ですとか保健福
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祉の関係もあります。こういう事業をチロルの場所をお借りし、チロルにお願いをして、市に

かわってやっていただくと、こういう手法をとっております。それは本来であれば行政がやら

なければならないのですけれども、そういうところを活用する、そういうところのお力をかり

るということで、これは支援というよりもお願いしているときに対価をきちんと払うと、こう

いう形での経営に対して行政が干渉している。これは何でもただでやってくれる、隠している

わけではないので、そういう支援も一つの方法かなと思います。

こういうことを含めまして、これから十分チロルが対外的に生き残っていけるような、そう

いう仕組みを行政は考えていかなければならない。まさに議員が御指摘のとおり、今振興公社

の中では、これからこの施設はどういうふうな改善をしていかなければならないとか、これは

議員おっしゃるとおりだと思いますので、いずれ議会のほうではその内容をお示しすることに

なるのではないかなと、そのように思います。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これで報告第６号は報告済みといたします。

議 案 第 ２ ９ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第６ 議案第２９号歌志内市職員特殊勤務手当支給条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第２９号歌志内市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について御提

案申し上げます。

提案理由は、国家公務員の特殊勤務手当の改定に準じ、歌志内市立病院の病棟で深夜看護の

業務に従事する職員の夜間看護手当の支給額を改正しようとするものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例。

歌志内市職員特殊勤務手当支給条例（昭和３４年条例第８号）の一部を、次のように改正す

る。

改正内容につきましては、資料とあわせて御説明いたしますので、定例会資料の１ページを

ごらん願います。

第４条第２項第１号中「６,８００円」を「７,３００円」に改め、同項第２号ア中「３,３

００円」を「３,５５０円」に改め、同号イ中「２,９００円」を「３,１００円」に改め、同

号ウ中「２,０００円」を「２,１５０円」に改める。

これは、国家公務員の特殊勤務手当の改定に準じるものでございますが、国における改定の

趣旨といたしましては、妊娠、子育て等、さまざまな理由で夜勤を希望しない看護職者の増加

により、これを補塡するために夜勤を行う看護職者の負担が増している現状から、看護職者の

夜勤への動機づけとして夜間看護等の手当を増額するものであり、本市の市立病院病棟で深

夜、看護の業務に従事する職員の夜間看護手当について、国と同様に改正しようとするもので

ございます。
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本文の附則に戻ります。

附則第１項は、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成３０年４月

１日からの適用を定めるものでございます。

附則第２項は、手当の内払いでございますが、改正前の条例の規定に基づいて支給された手

当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす規定を定めるものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） ２点質疑させてください。

妊娠、子育て等で、その「等」というのは、ほかにはどういったものがあるのかということ

について、答弁いただければと思います。

あと、そういう状況の今の歌志内市の市立病院にあるのかどうなのか、それについても答弁

いただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 金子市立病院事務長。

○市立病院事務長（金子浩君） 妊娠、子育て等ということのほかということでありますけれ

ども、やはり深夜に業務するということは業務上、不快な部分ですとか危険といいますか、困

難といいますか、そういった部分も含まれるのかなということになるかと思います。

当病院については、そういった妊娠ですとかという部分は、今はありませんけれども、子育

ての部分で、子育てしながら働いている方ですとか、そういった部分があるのかなと、そのよ

うに思っております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 「等」という中には、よく今、介護だとかそういうのも含まれるのだ

と思うのですけれども、病院のほうでもそういう方がいるのであれば把握されているのかなと

いうことで確認しました。わかりました。

あと、もう一つ、子育てをしているのではないかなということなのですけれども、子育てが

理由でなかなか勤務が、あるいは何か事情で夜勤ができないのだという、そういう事例が歌志

内市立病院の中にあるのですかという、そういう質疑なのですがいかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 金子市立病院事務長。

○市立病院事務長（金子浩君） 今のところ、うちで働いている職員については、子育てが

ネックになって夜勤ができないとか、そういった部分は今のところはありません。

○４番（下山則義君） わかりました。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第２９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。
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したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。

議 案 第 ３ ０ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第７ 議案第３０号歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の変更

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第３０号歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の変更について、御提案申し上げます。

これは、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条第７項の規定によ

り、歌志内市過疎地域自立促進市町村計画を別記のとおり変更することについて、議会の議決

を求めるものでございます。

提案理由は、歌志内市過疎地域自立促進市町村計画のうち、交通通信体系の整備、情報化及

び地域間交流の促進に係る事業名等に変更が生じたため、本計画の一部を変更しようとするも

のでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の変更。

歌志内市過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のように変更する。

変更内容につきましては、定例会資料により御説明いたしますので、資料の２ページをごら

ん願います。

３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進（３）計画の表に、事業名その他の

情報化のための施設、事業内容、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業、事業主体歌志内市を加える変

更をするものでございます。

追加する事業につきましては、本年度実施を予定している事業で、既に当初予算に計上され

ており、この計画変更により財政上有利な過疎対策事業債を充当することが可能となり、今後

担当所管において記載申請など手続が進められることとなります。

なお、法律に基づく北海道との事前協議につきましては、５月２１日付で計画変更について

異議がない旨の通知を受けております。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第３０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。
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ここで１０分間休憩いたします。

午前１０時５８分 休憩

────────────────

午前１１時０７分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議案第３１号から議案第３３号

○議長（川野敏夫君） 日程第８ 議案第３１号より、日程第１０ 議案第３３号まで、一括

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－

議案第３１号及び議案第３２号の補正予算につきまして、私から一括御提案申し上げます。

なお、事項別明細書については企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願い申

し上げます。

また、議案第３３号の補正予算につきましては、病院事務長から御提案申し上げますのでよ

ろしくお願いいたします。

議案第３１号平成３０年度歌志内市一般会計補正予算（第２号）。

平成３０年度歌志内市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,１０７万７,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４１億１０７万７,０００円とする。

２項は、省略いたします。

次に、議案第３２号にまいります。

議案第３２号平成３０年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第１号）。

平成３０年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５６２万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２,９６２万７,０００円とする。

２項は、省略いたします。

以上で、議案第３１号及び議案第３２号の補正予算につきまして、一括御提案申し上げまし

た。

事項別明細書については、企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） それでは、一般会計補正予算事項別明細書の歳出につきまし

て御説明いたしますので、５ページをお開き願います。

２款総務費、１項総務管理費、６目財産管理費、１５節工事請負費８９２万１,０００円の

増額補正は、雪害により建物の一部が倒壊し、専決処分により必要最小限の倒壊物の撤去及び

飛散防止対策を行った上歌地区の市有地上の所有者不明の建物について、残存部分のさらなる
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崩壊による二次災害が想定されるため、土地所有者が行う対策として撤去するものでございま

す。

３款民生費、１項社会福祉費、３目障害者福祉費、１３節委託料２２万７,０００円の増額

補正は、障害者福祉サービス等報酬の追加改定に伴うシステム改修委託料で、歳入の国庫支出

金において財源措置をしております。

３項、１目とも生活保護費、１３節委託料１６２万円の増額補正は、生活保護基準等の見直

しに伴うシステム改修委託料で、歳入の国庫支出金において財源措置をしております。

５項児童福祉費、４目認定こども園費、７節賃金１１７万６,０００円の増額補正は、神威

保育所保育士の産後休暇及び育児休業の取得に伴い、８月１日の認定こども園開園以降、保育

教諭が不足するため、代替保育教諭を雇用するものでございます。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、７節賃金１１２万４,０００円の増額

補正は、事務職員の中途退職により、臨時事務補助員を雇用するものであります。

７款、１項とも商工費、４目公園費、２８節繰出金１１２万７,０００円の増額補正は、市

営神威岳観光特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

９款、１項とも消防費、１目常備消防費、２２節補償、補塡及び賠償金１５万４,０００円

の増額補正は、消防演習参加者の転倒事故に係る補償金で、歳入の防火・防災訓練災害補償等

収入と同額連動しております。

次に１５款、７ページにまいりまして１項、１目とも予備費６７２万８,０００円の増額補

正は、歳入歳出予算の調整によるものであります。

続きまして、事項別明細書の歳入につきまして御説明いたしますので、３ページをお開き願

います。

１３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費補助金、２節生活困窮者就労準備支援事業

費等補助金８１万円の増額補正は、歳出の民生費で予算措置いたしました生活保護適正実施推

進事業に係る補助金であります。

３節障害者総合支援事業費補助金１１万３,０００円の増額補正は、同じく歳出の民生費で

予算措置いたしました障害者自立支援対策推進事業に係る補助金であります。

１８款、１項、１目とも繰越金、１節前年度繰越金２,０００万円の増額補正は、前年度繰

越金の一部を予算計上するものであります。

１９款諸収入、５項、８目とも雑入、１４節防火防災訓練災害補償等収入１５万４,０００

円の増額補正は、消防演習参加者の転倒事故に係る補償金であります。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わりまして、次に市営神威岳観光特別会計補正予算の

事項別明細書につきまして御説明いたしますので、神威岳の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

２款、１項とも保養施設事業費、１目保養施設運営費、１５節工事請負費５６２万７,００

０円の増額補正は、保養施設の屋外にある冷温水器発生装置の冷却塔が雪害により損壊したこ

とにより取りかえするものであります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入につきまして御説明いたしますので、３ページを

お開き願います。

１款、１項とも繰入金、１目、１節とも一般会計繰入金１１２万７,０００円の増額補正

は、歳入歳出予算の調整により、一般会計から繰り入れするものであります。

２款諸収入、１項、１目とも雑入、１節建物総合損害共済収入４５０万円の増額補正は、冷

温水発生装置の冷却塔損壊に伴う共済金収入であります。
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以上で、議案第３１号及び議案第３２号の各会計補正予算の事項別明細書につきましての説

明を終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 金子市立病院事務長。

○市立病院事務長（金子浩君） －登壇－

議案第３３号平成３０年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の支出予定額を補正するものでありま

す。

第１款病院事業費用の既決予定額６億２,３９９万２,０００円に３６万円を増額して、６億

２,４３５万２,０００円に改めようとするもので、その内訳は第１項医業費用の既決予定額に

３６万円を増額して、６億１,７４９万４,０００円に改めるものであります。

第３条は、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を補正

するもので、第１号職員給与費の既決額３億６,７１８万５,０００円に３６万円を増額して、

３億６,７５４万５,０００円に改めるものであります。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出について御説明いたしますので、１ペー

ジをお開きください。

１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費の３６万円の増額補正の内訳は、（手当）６

節看護師手当３６万円の増。これは、国家公務員の特殊勤務手当の改定に準じるものでござい

ますが、市立病院病棟で深夜、看護業務に従事する職員の夜間看護手当について、国と同様に

支給額を引き上げるもので、改正内容は先ほど議案説明のあったとおりであります。

次に、２ページから７ページまでの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきまし

て御説明いたしますので、最後の９ページをごらんください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は、既決予定額より３６万円

増額した１,５６６万５,０００円となり、年度末の累積欠損金は８億４,９０３万１,０００円

となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますのでよろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、議案第３１号平成３０年度歌志内市一般会計補正予算（第

２号）について質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第３１号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第３２号平成３０年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第１号）に



─ 24 ─

ついて質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第３２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第３２号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第３３号平成３０年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について質

疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第３３号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第３３号は、原案のとおり可決されました。

散 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午前１１時２２分 散会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 川 野 敏 夫

署名議員 酒 井 雅 勝

署名議員 下 山 則 義


